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１．令和５年（２０２３年）４月１８日午前１０時 

  豊中市教育委員会会議を第一庁舎第会議室に招集する。 

 

２．本日の出席委員等 

教 育 長 岩 元   義 継 

教育長職務代理者 山 野   佳世子 

委      員 赤 尾   勝 己 

委      員 松 本   裕 美 

委      員 堀 田   博 史 

委      員 黒 田   久美子 

 

３．本日の議事日程 

第１         議事録署名委員の指名について 

第２         前回議事録の承認について 

第３         教育長等の報告について 

第４（報告第５号）  専決処分の報告について 

第５（報告第６号）  専決処分の報告について 

第６（報告第７号）  専決処分の報告について  

第７（議案第２０号） 豊中市学校教科用図書選定委員会委員の委嘱，任命につ

いて  

第８（議案第２１号） 令和６年度（２０２４年度）に使用する豊中市立小学校

及び豊中市立義務教育学校用図書の選定に係る諮問につ

いて 
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４．本日の出席事務局職員 

事 務 局 長   長 坂   吉 忠  

教 育 政 策 監    中 尾  栄 一 

理 事   藤 原  二 郎 

次長兼教育総務課長   田 上  淳 也 

次長兼社会教育課長   北 村   宣 雄 

次長兼学校給食課長   勝 井   隆 文 

次 長 兼 教 職 員 課 長   森 山  幸 雄 

参 事   堤   昌 子 

教 育 総 務 課 長 補 佐   松 村   有 

教育総務課企画経理係長   石 田   明 希 

学 務 保 健 課 長   中 積   崇 

学 校 施 設 管 理 課 長   桑 田  篤 志 

読 書 振 興 課 長   須 藤  有 美 

読 書 振 興 課 主 幹   佐 野  健 二 

豊中市教育センター所長   森   真 理 子 

学 校 教 育 課 長   田 中  克 嘉 

児 童 生 徒 課 長   井 上  倫 子 

児 童 生 徒 課 主 幹   込 山  隆 之 

学 び 育 ち 支 援 課 長   松 本   光 真 

学び育ち支援課主幹   津 田   晋 

次長兼中央公民館長   弘 中  伸 明 

 

５．本日の書記 

教育総務課長総務係長   南     幸 太 

教 育 総 務 課 主 査   外 園   博 人   
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― 議 事 ― 

                                      

岩元教育長 

ただいまから教育委員会会議を開催します。 

まず、本日の教育委員会会議の進行について教育委員のみなさまにお諮りします。 

新型コロナウイルスの感染予防による会議時間の短縮のため、本日の会議の進行に

ついては、議事日程の朗読や議案等の朗読は省略したいと思いますがご異議ございま

せんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、本日の教育委員会会議の進行につきましては、議事日

程の朗読や議案の朗読は省略させていただきます。 

本日の会議の成立要件をご報告ください。 

 

南書記 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、教育長

及び在任委員の過半数が出席されておりますので、本日の会議は有効に成立している

ことを報告いたします。 

 

岩元教育長 

本日の議事日程については、議案書の１頁に記載のとおりです。 

 

堀田委員 

動議を提出いたします。 

日程第６および日程第７の２案件につきましては、人事行政の公正かつ適切な執

行の確保とプライバシー保護の見地に関する案件であることから、秘密会で審議する

ことの動議を提出いたします。また、このことに伴いまして、議事運営を効率的に行

うため、日程第８の議事順序については、日程第６及び日程第７の２案件に先んじて

行うよう議事順序の変更動議を提出いたします。 

なお、日程第７及び日程第８の２案件につきましては、私が教科用図書の採択に

直接の利害関係を有する者に該当するため、これらの案件については退席することを
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申し出ます。 

 

岩元教育長 

ただいま、日程第６から日程第７までの２案件について、秘密会で審議すること、

また、議事運営を効率的に行うため、日程第８の議事順序につきましては、日程第６  

日程第７の２案件に先んじて行うよう変更動議が提出されました。また、日程第７及

び日程第８の２案件につきましては、堀田委員が退席されることについて、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、日程第６及び日程第７の２案件について、秘密会で審

議すること、また、議事運営を効率的に行うため、変更動議のとおり議事順序を変更

することとし、日程第７及び日程第８の２案件について、堀田委員は審議に加わらな

いことと決定いたします。 

 

岩元教育長 

それでは、秘密会に属する案件に関するものを除き、議案書等を閲覧用として傍

聴人に配付してください。 

 

（事務局より配布） 

 

岩元教育長 

まず日程第１・議事録署名委員の指名につきましては、今回は松本委員と山野委

員にお願いいたします。 

日程第２・前回議事録の承認につきましては、既に会議録を委員の皆様方に配付

しております。また、署名委員のご署名をいただいておりますので、原案のとおり承

認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 
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岩元教育長 

ご異議ございませんので、前回議事録の承認について、原案のとおり承認するこ

とにいたします。 

つづきまして、日程第３・「教育長等の報告について」を議題といたします。 

 

岩元教育長 

まず、私から報告いたします。 

４月１２日の水曜日に、本市初の義務教育学校、庄内さくら学園の開校式を開催

いたしました。２年生から９年生までの学園生・教職員、地域の皆様が参加し、市長

の開校宣言により式典が始まりました。 

私から校長への校旗の授与、生徒会に当たる「さくら会」からは、「一人ひとり

が主役となり、つながりを大切にし、学年をこえて助け合える学園をつくる」という

スローガンが発表されました。 

また、校歌の作詞作曲をしていただきました、大阪音楽大学短期大学部の髙木日

向子様に来賓としてお越しいただく中、８年生と９年生による校歌の披露が行われま

した。 

庄内小学校、野田小学校、島田小学校、庄内さくら学園中学校の歴史と伝統を引

き継ぎ、庄内さくら学園としての新たな歩みが始まりました。 

 

岩元教育長 

その他は事務局から報告させます。 

 

長坂事務局長 

私から４点ご報告させていただきます。 

まず、感染症についてです。 

本市における新型コロナウイルス感染症は、１週当たりの陽性者数は、昨月から

引き続き３０人程度で推移しております。 

学校関係者は、先月の教育委員会会議以降、昨日まで、小学校１校、中学校１校

で合計３人の陽性者が確認されており、学級休業は発生しておりません。 

インフルエンザについても沈静化しており、大阪府内の定点あたり患者数は、本

年第１４週については１．１５となっており、流行発生注意報基準値の１０を大きく

下回る状況となっております。 

この間、インフルエンザによる学級休業は小学校１校で、学年休業は発生してお
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りません。 

なお、本年度より児童生徒及び教職員については、学校教育活動にあたってはマ

スクの着用を求めないことを基本とし、教科活動については、換気等の基本的な感染

症対策を講じた上で通常授業を実施、学校行事等については小まめな換気の実施、参

加者への手洗いや咳エチケットの推奨及び体育館等の屋内では、可能な範囲で会場の

椅子の間隔を空けるなどの感染症対策を講じながら実施します。 

２点目です。今年度の豊中市立学校入学式についてです。 

４月７日午前に小学校、同日の午後に中学校、同日の午後６時に第四中学校夜間学級

でそれぞれ入学式が執り行われました。 

小学校に３，４６８人の児童、中学校に３，１８１人の生徒、第四中学校夜間学

級に７人の生徒が入学し、新たな学びの場となる学校でのスタートを切りました。 

また、４月１３日午前に庄内さくら学園の入学式が執り行われました。１２０人

の児童が入学し、１１６人の生徒が７年生に進級いたしました。 

昨年度の入学者数に対する増減につきましては、小学校及び義務教育学校（前期

課程）では６２人の減少、中学校及び義務教育学校（後期課程）では２１人の増加、

第四中学校夜間学級では１人の増加でした。 

今年度も、生徒や教職員、保護者それぞれの期待や希望の感じられる式典となり

ました。 

全５５校におきまして、入学式が行われましたことをご報告いたします。 

次に、３点目です。３点目は、通級指導教室の全校設置についてです。 

本市におきましては、昭和５３年に策定いたしました「豊中市障害児教育基本方

針」に基づき、「ともに学びともに育つ」教育を推進し、一人ひとりの状況を踏まえ、

障害種別に応じた設備や補助教具、介助員の増員配置などを行ってまいりました。 

このような状況の中、令和４年４月２７日、文部科学省より、「特別支援学校及

び通級による指導の適切な運用について」の通知が発出され、一人一人の教育的ニー

ズに最も的確に応える指導を提供できるよう、多様で柔軟な体制を整備することが重

要であるとされ、通級の指導の更なる活用について示されました。 

これらを受け、令和４年度、小学校１０校、中学校５校に設置されていた通級指

導教室の全校設置を大阪府へ要望、今年度より全小・中学校、義務教育学校に設置さ

れ、運用を開始しております。 

これにより、本市としましては、長年取り組んできた「ともに学びともに育つ」

教育を更に充実、発展させるため、障害のある児童・生徒一人ひとりの状況に応じた、

ふさわしい学びの場を提供できる体制を構築し、「豊中市障害児教育基本方針」に掲
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げる「一人一人に応じたきめ細やかな指導の充実」の一層の推進を図ってまいります。 

最後に、４点目です。４点目は、「豊中市立学校におけるオンライン授業等実施

要領」の策定についてです。 

不登校児童生徒の支援に係る、一人一台タブレット端末の活用についてです。コ

ロナ禍の令和３年１０月に、臨時休業時などに実施するオンライン授業やオンライン

学習について定めた要領を策定し、各校で実施してまいりました。また、各校におい

ては、不登校児童生徒支援としてもオンライン授業の活用を進めてまいりました。 

今回、令和５年４月３日付で、「豊中市立学校におけるオンライン授業等実施要

領」を策定し、効果的な学習支援及び児童生徒と学校がつながるためのツールとして、

オンライン授業等を活用すること、オンライン授業等の実施により不登校の長期化を

助長することとならないよう、家庭訪問や電話などを効果的に組み合わせることなど

を定めました。要領化することにより、全ての学校において一層充実した取組みを推

進してまいります。 

以上でございます。 

 

岩元教育長 

ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

山野委員 

通級指導教室が全校配置になったということですが、人員体制はどうなっている

のでしょうか。 

 

森山次長 

通級指導教室に対する配置ですが、原則各校１名、大阪府から加配という形で定

数を頂きまして、配置をしているところでございます。 

 

藤原理事 

補足でございます。新たに通級指導教室が設置された学校もございます。通級指

導教室担当の教員、それから各校に支援教育コーディネーターという役割の者を教員

から１人、選出・任命しておりますので、定期的にその両人について研修や、交流の

情報交換会を行うなど、しっかりと人材育成にも努めていきたいと思っております。 
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堀田委員 

学校におけるオンライン授業の要領ができたということで、これが各学校で運用

されているかどうかということ、不登校児童生徒に対して、やはりオンラインの授業

の提供、そしてそういう対面でのやり取りというのは非常に大切ですので、そのあた

り、学校間で格差が出ないように、ぜひ定期的なチェックをしていただけたらと思い

ます。 

 

岩元教育長 

ご意見としてしっかり承りたいと思います。 

 

岩元教育長 

ほかにいかがでしょうか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは、ほかに特にないようですので、「教育長等の報告について」を終了す

ることにいたします。 

続きまして、日程第４・報告第５号・「専決処分の報告について」を議題といた

します。 

内容の説明をお願いします。 

 

田上次長 

報告第５号・「専決処分の報告について」、内容のご説明を申し上げます。 

議案書の２頁から５頁までをお開き願います。 

本件は、全庁的に監の役割が整備されたことに伴い、教育政策監の役割につきま

して、豊中市教育委員会事務局事務分掌規則を一部改正したもので、ご報告するもの

でございます。 

内容としましては、原則として、教育委員会事務局職員の指揮監督権を事務局長

に集約し、緊急時においてのみ例外的に、教育政策監が所属職員に対して指揮監督権

を持つ仕組みに改めるものでございます。 

本来であれば、教育委員会会議の場でご審議いただきますところ、速やかに規則

を制定する必要がございましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２
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５条第１項及び教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第３項の規定に基づ

き、代理処分したものでございます。 

以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

岩元教育長 

ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは、特にないようですので、日程第４・報告第５号・「専決処分の報告に

ついて」、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、日程第４・報告第５号・「専決処分の報告について」、

原案のとおり決定することにいたします。 

つづきまして、日程第５・報告第６号・「専決処分の報告について」を議題とい

たします。 

内容の説明をお願いします。 

 

田上次長 

報告第６号・「専決処分の報告について」、内容のご説明を申し上げます。 

議案書の６頁から１０頁までをお開き願います。 

本件は、報告第５号と同じく、教育政策監の役割を整備したことに伴い、豊中市

教育委員会事務決裁規則を一部改正しましたので、ご報告するものでございます。 

内容としましては、教育政策監の有する管理職の休暇承認等の専決権を廃止し、

事務局長に集約するものでございます。 

本来であれば、教育委員会会議の場でご審議いただきますところ、速やかに規則

を制定する必要がございましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

５条第１項及び教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第３項の規定に基づ

き、代理処分したものでございます。 
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以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

岩元教育長 

ただいまの説明について、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは、特にないようですので、日程第５・報告第６号・「専決処分の報告に

ついて」、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議がないようですので、日程第５・報告第６号・「専決処分の報告につい

て」、原案のとおり決定することにいたします。 

つづきまして、日程第８・議案第２１号・「令和６年度（２０２４年度）に使用

する豊中市立小学校及び豊中市立義務教育学校用図書の選定に係る諮問について」を

議題といたします。 

堀田委員は一旦退席をお願いいたします。 

内容の説明をお願いします。 

 

田上次長 

議案第２１号・「令和６年度（２０２４年度）に使用する豊中市立小学校及び豊

中市立義務教育学校用図書の選定に係る諮問について」内容のご説明を申し上げます。 

議案書の１５頁、１６頁と併せまして、議案参考資料（２）と、本日配付させて

いただいております追加の議案参考資料をお開きください。 

本件は、「豊中市学校教科用図書検定委員会規則」の規定に基づき設置する、豊

中市学校教科用図書選定委員会に対し、令和６年度豊中市立小学校及び義務教育学校

（前期課程）教科用図書採択に係る調査研究及び選定についての意見を求めるため、

諮問しようとするものでございます。 

以上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 



 － 11 －   

岩元教育長 

ただいまの説明について、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 

赤尾委員 

議案参考資料（１）の６頁に、保護者の名前が公募委員という形で出ていますが、

この方はどのような形で選ばれたのか、どのような指針で選ばれたのか、そのあたり

についてご説明いただきたいと思います。 

 

田中課長 

公募の委員につきましては、昨年１２月ホームページ等で募集をかけまして、作

文と面接で審査を行いました。１月３１日に面接審査を行い、１１名の中から１名選

出いたしました。選出の理由につきましては、教科書に係る専門的知識等ではなく、

保護者としての教科書や教育行政に対する思い・考え等を重視した採点基準により、

選定いたしました。 

 

岩元教育長 

ほかに何かございますか。 

 

（ありませんの声あり） 

 

岩元教育長 

それでは、ほかに特にないようですので、日程第８・議案第２１号・「令和６年

度（２０２４年度）に使用する豊中市立小学校及び豊中市立義務教育学校用図書の選

定に係る諮問について」、原案のとおり決定することにご異議ございませんでしょう

か。 

 

（異議なしの声あり） 

 

岩元教育長 

ご異議ございませんので、日程第８・議案第２１号・「令和６年度（２０２４年

度）に使用する豊中市立小学校及び豊中市立義務教育学校用図書の選定に係る諮問に 

ついて」、原案のとおり決定することにいたします。 

 



 － 12 －   

岩元教育長 

以上で公開の会議は終わります。 

傍聴人の方は退席をお願いいたします。 

 

 

 


